
新潟薬科大学・健康・自立総合研究機構・研究員

科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

３３１０１

基盤研究(C)（一般）

2017～2014

本邦におけるDNAR指示の一般的解釈と混乱回避に向けた倫理教育のあり方

General Understanding of DNAR Orders in Japan and an Ideal Ethics Education 
Method Towards Avoiding Confusion

２０４３３１９６研究者番号：

水澤　久恵（MIZUSAWA, HISAE）

研究期間：

２６４６３２２１

平成 年 月 日現在３０   ６ ２０

円     3,800,000

研究成果の概要（和文）：本研究では、本邦におけるDNAR指示の一般的解釈の現状把握と現場に生じるDNAR指示
に関わる倫理的課題の明確化を図り、DNAR指示にまつわる混乱回避に向けた倫理教育のあり方の検討を行った。
文献検討、米国施設への視察、聞き取りに加え、6病院で働く医師5名、看護師10名へのインタビュー調査、全国
の一般病院7,380 施設の医師・看護師を対象とした質問紙調査を実施した。
その結果、DNARが誤用、かつ拡大解釈されている現状、医療者間のコンセンサスや意思決定のプロセスについて
の現況、ケアへの影響等が明らかとされた。更にそれらの結果を踏まえ、DNAR指示の混乱回避に向けた倫理教育
内容の確定をした。

研究成果の概要（英文）：This study aimed to ascertain the current general understanding of 
do-not-attempt-resuscitation (DNAR) orders in Japan; to clarify ethical issues concerning DNAR 
orders in the actual medical setting; and to examine an ideal ethics education method towards 
avoiding confusion as to DNAR orders.
The interviews were conducted with five doctors and ten nurses involved in the treatment/care of 
end-of-life patients at six hospitals. Furthermore, a survey questionnaire was distributed to 
doctors and nurses at 7,380 general hospitals throughout Japan. The results of this study revealed 
that DNAR is misused and its meaning is over-extended. They also illustrated the current state of 
consensus on DNAR orders among medical staff and their decision making processes as well as 
emotional changes in nurses after the issuance of DNAR orders and their influence on patient care. 
Based on these results, the content of ethics education towards avoiding confusion as to DNAR orders
 was determined.

研究分野： 看護倫理学
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１．研究開始当初の背景 
近年、終末期医療への関心が高まり、ガイ

ドラインの策定や法的規制を求める動きが
多くの先進国でみられるようになった（鍾、
2013）。米国においては盛んに議論されてき
たとされる（Burns,2003）DNAR（do not 
attempt resuscitation：蘇生不要）指示につ
いて、本邦では、大きな論点とはならず、今
までほとんど議論されることはなかった。最
近になって DNAR 指示の内容について、医
療者間でのコンセンサスがなく、医師と看護
師、あるいはその他の医療者個々人によって
想定される DNAR 指示は異なり、差し控え
られたり中止される医療的処置の内容も異
なっていることが問題視されてきた。CPR
（cardio-pulmonary resuscitation：心肺蘇
生術）は、心臓マッサージ、mouth-to-mouth 
resuscitation, AED（除細動）、蘇生のための
薬物使用、気管内挿管を示しており、延命治
療にも相当し、多くの患者の命を救うために
役立つ治療手技である。しかし、患者の病態
によっては、DNAR 指示のような蘇生をあき
らめるという苦渋の決断をしなければなら
ない場面にもしばしば直面し、実際の医療現
場においては日常的に出されている指示で
ある。患者自身が望む終末期のあり方に沿っ
て、終末期における治療による負担が治療の
恩恵よりも大きいならば、無益な CPR をや
めて平穏な終末を迎えることを望むという
本人の願望を尊重することは重要である。し
かし、本邦においては DNAR 指示の概念に
ついて同一見解があるとは言い難く、多くの
医療機関では医師個人の考えにより決定さ
れていることが多い。 
また、DNAR 指示後においても、実施され

るべきとする医療処置やケアの内容は様々
である。急性期病院における調査（島、1996・
大谷、2007・清水 2008）においても、DNAR
指示の理解は十分ではなく、その想定する医
療処置やケアの内容も多岐にわたっていた。
「DNAR 指示が出された患者に対して行う
べきでない処置や治療」として、「人工呼吸
器、心臓マッサージ、気管内挿管、アンビュ
ー、人工透析、昇圧剤、抗生剤投与、補液、
検査、利尿剤、抗不整脈剤」と実に様々な回
答が得られた。臨床の現場において DNAR
という言葉が頻用されているにも関わらず、
非常に曖昧な DNAR 指示という概念がひと
り歩きしているという現状がある。そして、
曖昧な DNAR 指示が倫理的な正当な手続き
を踏まずに日常的に実行に移されている可
能性も否めない。DNAR 指示後も必要な医療
やケアは継続的に提供される、つまりは、よ
り適切な緩和ケアの実践（Cure Sometimes 
Comfort Always）がなされることが必要であ
るにも関わらず、DNAR 指示によって、CPR
以外にも様々な治療や処置、終末期において
重要な看護行為にも影響を与え、ケアまでも
が差し控えられたり中止されたりするので
あれば、患者にとっての最善の治療やケアの

提供が保証されることには繋がらない。 
わが国においては、臨床における DNAR

指示の現状も今まで十分に調査されておら
ず、DNAR 指示の一般的解釈の現状把握と現
場に生じる DNAR 指示に関わる倫理的課題
の明確化を図ることが急がれる。 

 
２．研究の目的 
本研究では、本邦における DNAR 指示の

一般的解釈の現状把握と現場に生じる
DNAR 指示に関わる倫理的課題の明確化を
図り、その結果を踏まえた、DNAR 指示にま
つわる混乱回避に向けた倫理教育のあり方
の検討を行うことを目的とする。 
1）国内外のDNAR指示の歴史的経緯、定義、
DNAR 指示の適切使用のためのガイドライ
ン、院内医療者に対する教育の実態を把握す
る。 
2）本邦における DNAR 指示の一般的解釈の
現状把握と現場に生じる DNAR 指示に関わ
る倫理的課題の明確化を図る。 
3）DNAR 指示の混乱回避に向けた倫理教育
のあり方を検討し倫理教育内容の確定と暫
定プログラム実用化に向けた準備を行う。 
 
３．研究の方法 
1) 国内外の文献、資料の集積と検討並びに米
国施設への視察、聞き取り 
国内外の DNAR 指示の歴史的経緯、定義、

DNAR 指示の適切使用のためのガイドライ
ン、院内医療者に対する教育の実態を把握す
るために、関連学会への参加を通して本研究
に必要な情報収集と PubMed、CINAHL、医
学中央雑誌Web版等を用いて 2005年以降の
国内外の文献の集積と検討をした。加えて、
米国のテンプル大学、テンプル大学病院の視
察ならびにアメリカ在住 2名の医療関係者に
聞き取り調査を実施した。 
2) 医療者に対するインタビュー調査 
本邦における DNAR 指示の一般的解釈の

現状把握と現場に生じる DNAR 指示に関わ
る倫理的課題の明確化を図る目的で、医師及
び看護師のインタビュー調査を行った。 
(1)対象施設：対象施設を 6 施設程便宜的に抽
出し依頼を行った。 
(2)現在病院に勤務し、終末期の患者の治療や
看護に携わり DNAR 指示に日常的に関与す
る医師と看護師を対象とした。 
(3)データ収集法及び分析：面接内容は、入院
中、もしくは死亡退院後おおよそ 1 か月以内
の治療やケアに関わった患者（意思決定能力
のある成人の方）を想定して、回復困難な状
況の判断者、DNAR 指示をどのように解釈し
ているか、DNAR 決定後の治療・看護を含む
具体的患者管理やケアに与える影響につい
て語ってもらった。録音した音声データを逐
語録に起こし、質的帰納的研究手法を用いて
項目ごとに意味内容の類似性に基づきコー
ド化、カテゴリー化を行い、DNAR 指示の解
釈の現状把握と現場に生じる DNAR 指示に



関わる倫理的課題を明確にした。なお、複数
の研究者が協働し検討を重ねることで、分析
内容の信頼性と妥当性を確保した。 
3) 質問紙調査 
質的研究結果を踏まえて、DNAR 指示の解

釈、医師と看護師間並びに同職種間での解釈
のずれ、DNAR 決定後の治療・看護を含む具
体的患者管理やケアに与える影響等の倫理
的課題の内容を含む質問紙を作成し調査を
実施した。 
(1)被験施設、対象者の選定 
全国の一般病院の 7,380 施設から無作為

抽出した 736 施設に依頼をした。その調査対
象施設から終末期医療に関わる医師・看護師
（准看護師含む）を対象(手術室、小児科病棟、
産科病棟、外来に勤務している方は除く)とし、
総数 3800 名に郵送自記式質問紙調査を行っ
た。 
 (2)質問紙作成 
先行研究、質的研究結果より明確化された

DNAR 指示に関わる倫理的課題を基に、それ
に関連した質問紙の作成を行った。調査票は、
以下の内容で構成されており、回答には 15
分程度を要す。 
①回答者に関する質問項目として、年齢、性
別、所属病棟、勤務年数、経験年数、勤務形
態、資格、職位、経験した臨床分野、学歴、
病棟の看護体制についての質問をした。 
②DNAR の認識と実態については、DNAR
という言葉が示す内容を知っているか、
DNAR 指示が出された患者に対して行うべ
きでない処置や治療は何か、DNAR 指示を出
した患者に対し、実際にどのような治療を差
し控えているか（医師のみ）、DNAR 指示の
内容について、医療者間でのコンセンサス
（意見や判断の一致）があるか、医療者間で
のコンセンサスがないことにより困ったこ
とはあるか、困ったことの内容は何か、
DNAR 指示後の気持ちの変化や看護ケアの
変化、ケアの変更について話し合いの有無
（看護師のみ）について質問をした。 
③病院施設に関する質問項目として、病床数、
倫理委員会について、DNAR に関するガイド
ラインを知っているか、倫理カンファレンス
の開催、DNAR 指示の内容が含まれる研修会
への参加状況、教育機会の必要性についての
質問をした。 
(3)調査票の配布・回収方法 

2018年2月～3月に無記名自記式の調査票、
説明文を被験施設へ郵送した。病院長、看護
部長、所属の部署の管理者に調査対象者に調
査票を配布してもらい、調査対象者は回答方
法に従って回答し、回答後、同封の返信用封
筒（切手不要）に入れて、受け取ってからか
ら２週間をめどに、各対象者から直接研究者
への郵送法を用いて、個別に回収を行った。 
(4)分析方法 
対象者及び病院施設の特性、DNAR の認識

と実態について、記述統計、χ２検定、残渣
分析を行った。平均点の比較は、t 検定もし

くは一元配置分散分析を行った。一元配置分
散分析において群間有意差があった変数に
ついては、Tukey による多重比較を行った。 
DNAR が出された患者に対して行うべきで
ない 25項目の処置や治療のうち基本CPRを
除外した回答総数と年齢、勤務年数、経験年
数の各二変量間の関連の検討には、ピアソン
の積率相関係数を算出した。検定は全て両側
検定とし、統計学的有意水準は 5％とした。
統計ソフト SPSS を使用し、統計学的分析を
行った。 
 
４．研究成果 
1）国内外の文献、資料の集積と検討並びに
米国施設への視察、聞き取り 
関連学会への参加や文献検討を通して、以

下の研究成果が得られた。 
DNAR 指示の歴史的経緯をみてみると、

1960 年に閉胸式心マッサージが日常的に導
入され、心停止時に CPR が一般的に行われ
るようになった。しかし、1960 年代後半に
なると蘇生の可能性が低い患者に一律的に
CPR を実施することへの懸念が報告され、そ
の結果、医療者間で内々の指示としての
DNAR 指示が出されるようになる。1970 年
代に内密の DNAR 指示は倫理的に不適切で
あることが指摘され正式な手続きが求めら
れるようになった。そこで、 1974 年
AMA(American Medical Association) が
DNAR に関するガイドラインを作成した。
1991 年には AMA が DNAR に関するガイド
ラインを再び制定、引き続き、ジョージア州、
イリノイ州、モンタナ州などが DNAR に関
する法律を制定した。 

DNR と DNAR の語句の解説をすると、
Orders not to resuscitate として登場した
CPR を実施しない指示は、1970 年代頃から
DNR 指示と呼称され一般的に使用されてき
たが、「成功しない行為（CPR）をあえて試
みるな」という意味合いを持つ DNAR：do 
not attempt resuscitation が妥当であろう
とする論文が 1989 年に公開された。その後
は全世界で多用されている。 
 1980 年代に“蘇生を行わないという指示”
として DNR が本邦に紹介され、1990 年代に
入り日本蘇生学会、日本救急医学会などの関
連学会で議論がされるようになった。2007
年に厚生労働省が「終末期医療の決定プロセ
スに関するガイドライン」を公表、2015 年
には「人生の最終段階における医療の決定プ
ロセスに関するガイドライン」へ改訂された。
終末期医療では患者本人による決定を基本
とした上で、患者と医療・ケアチームの話し
合いに基づく意思決定プロセスを重視する
考えが主流となっている。 
日本集中治療医学会に基づく定義として、

「DNAR は心停止時に心肺蘇生を行わない
指示」であり、ICU 入室を含めて酸素投与、
栄養、輸液、鎮痛・鎮痛薬、抗不整脈、昇圧
剤、人工呼吸器、血液浄化法など、通常の医



療や看護に影響を与えてはいけない、とされ
る（日本集中治療医学会倫理委員会、2017）。 
米国のテンプル大学、テンプル大学病院の

視察ならびにアメリカ在住 2名の医療関係者
（テンプル大学 RN, Nurse Staff、テンプル
大学 Postdoctoral Fellow）に聞き取り調査を
実施した。その結果、蘇生に関わる法的問題
事案を通して蘇生を断る患者の権利につい
ての議論が重ねられた経緯や社会的理由、
DNRあるいは DNARの一般的な意味につい
ての確認をした。またテンプル大学病院にお
ける DNR ガイドラインの内容とその実践に
ついても情報を得た。 
2) 医療者に対するインタビュー調査 
便宜的に抽出した5県の78～400床規模の

複数の診療科をもつ一般病院の 6病院で働く
終末期の患者の治療や看護に携わる医師 5名、
看護師 10名にインタビュー調査を実施した。
看護師の平均年齢は 33.8 歳、臨床経験年数 1
年 3 か月から 22 年 2 か月までと幅があった。
医師は、平均年齢 50.6 歳、臨床経験年数 22
年から 33 年とベテラン医師が多かった。イ
ンタビューガイドに沿って収集されたイン
タビューデータを、質的分析手法を用いて分
析し、複数の研究者が検討を重ねることで分
析内容の信頼性と妥当性を確保した。以下、
本文中ではカテゴリーを【 】、サブカテゴ
リ―を《 》、コードを〈 〉と明記する。 
医師や看護師が DNAR の必要性をどのよ

うに捉えているかについて、【積極的な治療
を控える】、【患者の苦痛を最小限にする】、
【家族の精神的苦痛を最小限にする】、【患者
が人生の最終段階を考えるきっかけとなる】、
【医療者の心構え】、【家族の心の準備】のた
めに必要だと述べた。 

DNAR に関する意思決定のプロセスに関
し、まず、DNAR をとるタイミングは、《状
態が悪くなってから DNAR の意思を確認を
する》《家族へは終末期にしか DNAR の話が
しずらい》ということから【状態が悪くなっ
た時】、【入院時の早い段階】、日常的に【要
所要所】で確認を行っている場合があった。 
また、患者の回復困難な状況を判断する判

断者は、【医師による判断】、【看護師による
判断】、【カンファレンス結果に基づく判断】、
【本人、家族による判断】があった。 

DNAR の意思決定者として、【患者の意思】 
には、〈患者の明確な意思の存在〉〈患者本人
の意思を優先する〉という《患者が示す意思》
が尊重されている場合と〈本人に確認しづら
い、意思確認できない〉〈自分から言い出す
患者はいない〉という《患者の意思確認がな
い》場合があることが語られた。患者への意
思確認が出来ない場合、〈家族に確認する〉
といった【家族の意思】が優先されることが
多い現状が語られた。また、〈医師が治療方
針を決める〉〈他者との話し合いはなく医師
独りで決める〉〈医療者間で検討し決定する〉
〈倫理委員会に諮る〉といった【医療者主導
の意思決定】もなされていた。本人に意思決

定能力がある場合には、患者の意向を尊重す
ることが原則であるが、それが実行できてい
ない現状が明らかとなった。家族や医療者に
よる DNAR に関する意思決定は患者の意向
と一致しないことも懸念され、患者の意思の
尊重は、重要な課題といえる。 
【DNAR 指示の周知】、【DNAR に関する説
明内容の共有】などの課題も明らかとされた。 
また、医師、看護師が認識する DNAR 指

示後に差し控えられたり、中止される医療処
置の内容について、実施の確実性という観点
でインタビューから抽出された医療処置（行
為）を分類、整理した結果、DNAR 指示後、
行わない医療処置としては、気管内挿管、除
細動、人工呼吸器の適用があった。蘇生処置
に関する医療処置であっても、心臓マッサー
ジやアンビューマスクによる補助換気は、
「家族が到着するまでの希望があれば」等の
条件下で実施されていた。患者の苦痛緩和を
目的とした酸素吸入や浮腫に対する利尿剤
の投与等の医療処置は継続されたていた。状
況に応じて差し控えたり継続したりする医
療処置には、輸液、栄養の補給、昇圧剤投与、
抗生剤投与、抗がん剤投与、輸血、透析等が
あった。 
更に、DNAR 指示後の看護師の心境の変化

としては、【関わりの消極性】【ケアへの重圧
感】【明確な方針への安心感】【対応への困惑】
【責任感からの解放】【ケア提供への自信の
なさ】といったカテゴリーが抽出された。 
治療や看護ケアにどのような影響があるか
について、【苦痛の緩和、安楽の方向へ向か
う治療】【積極的治療を行わない】【ケアの方
向性の統一】【苦痛に応じたケアの調整】【ア
セスメント指標の変化】【ケアの優先度の変
化】【訪室回数の変化】【日常生活に関わるケ
アの継続】【本人・家族の希望を叶える】【患
者、家族の対話時間の確保】【家族への支援】
といったカテゴリーが抽出され、これら実態
から見えてくる課題も明らかとなった。 
3）質問紙調査 
最終年度においては、質的研究結果より明

確化された DNAR 指示に関わる倫理的課題
を基に、それに関連した質問紙調査を行った。 
施設選定の際には、医療経済研究機構が提供
する全国保健医療機関一覧（平成 28 年度版）
を用い、全国の病院 8,442 施設（平成 28 年
9 月現在）のうち、一般病院 7,380 施設を対
象とした。そして、病床数に比例した確率で
抽出（確率比例抽出）を行い、736 病院に調
査依頼をした。協力が得られた 38 施設の医
師 207 名に配布をし、65 名（回収率：31.4%）
から回答が得られ、看護師に関しては 89 施
設、3593 名に配布をし、1668 名（回収率：
46.4 %）から回答が得られた。各質問項目と
も未回答を除いて算出した。 
(1) 対象施設の概要 
回答者が所属する施設に関して、医師、看護
師ともに半数以上が 101 床～400 床規模の病
院に勤務していた。臨床倫理委員かある施設



は、医師（n＝62）31 名（50.0％）、看護師
（n＝160）636 名（39.9％）であり、病院独
自で作成されたガイドラインがある施設は、
医師（n＝62）12 名（19.4％）、看護師（n＝
1628）370 名（22.7％）であった。 
(2) 回答者の特性 
医師の平均年齢（n＝65）54.0 歳、SD＝12.3

平均臨床経験年数（n＝64）304.6 ヵ月、SD
＝140.4、看護師は平均年齢（n＝1638）40.0
歳、SD＝10.9、平均臨床経験年数（n＝1629）
192.8 ヵ月、SD＝124.7 であった。 
 (3) DNAR の認識と実態について 
①DNAR という言葉が示す内容を知ってい
るかの質問に関して、医師は（ｎ=64）「知っ
ている」58 名（87.9％）、「なんとなく知って
いる」6 名（9.1％）、看護師は（ｎ=1606）、
「知っている」1217 名（72.9％）、「なんとな
く知っている」358 名（21.4％）、「知らない」
31 名（1.9％）であった。看護師について、
知識の程度と年齢（自由度〔2.1577〕F値4.4、
p＝0.013）勤務年数（自由度〔2.1594〕F 値
5.7、p＝0.003）、経験年数（自由度〔2.1566〕
F 値 7.3、p＝0.013 には有意な差が認められ、
Tukey による多重比較の結果、年齢、勤務年
数、経験年数の高い人が「知っている」と答
えていた。 
②DNAR が出された患者に対して行うべき
でない 25 項目の処置や治療（捕液目的の点
滴、抗生剤投与、昇圧剤投与、利尿剤、経管
栄養、検査、人工透析、気管内挿管、人工呼
吸器の装着、胸骨圧迫、手術、抗不整脈剤、
人工呼吸、気管切開、輸血、AED（除細動）、
酸素投与、鎮痛・鎮静剤、抗がん剤、心臓ペ
ースメーカー、気道確保、ケア介護、ICU 入
室、吸引、その他）に関して、Basic life 
support：BLS（一時救命処置）のうち気道
確保、人工呼吸、心臓マッサージの 3 つの手
技の基本 CPR を除外した回答総数は、医師
（ｎ=64）について、最小 0～最大 21、平均
6.89、SD=4.44 であった。看護師（ｎ=1644）
については、最小 0～最大 22、平均 7.38、
SD=3.87 であった。基本 CPR を除外した回
答総数と年齢、勤務年数、経験年数には医師、
看護師ともに相関が認められなかった。 
表 1 のとおり、医師、看護師ともに基本

CPR 以外にも DNAR が出された患者に対し
て行うべきでない処置や治療を多く挙げて
おり、様々な医療処置が差し控えられている
可能性があった。 
医師について、DNAR 指示の出された a)

患者に行うべきでないと考える処置や治療
と b)実際に差し控えている治療（20 項目に
つき検討）との回答総数には（ｎ=60）、ｔ検
定の結果、a)平均 6.48、SD＝3.94、b)平均
9.32、SD＝3.72、p＝0.000 と有意差が認め
られ、患者に行うべきでないと考える処置や
治療よりも実際に差し控えている処置や治
療の方が多かった。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DNAR 指示の内容を知っていると認識す

る医師、看護師が多いにも関わらず、心停止
時に心肺蘇生を施行しない指示である
DNAR が誤用、かつ拡大解釈されている現状
が明らかとされ、その誤用について気づいて
いない状況が指摘できた。 
③DNAR 指示に関する医療者間のコンセン
サスの状況は、医師（ｎ=63）に関して「一
致している」7 名（11.1％）、「ほぼ一致して
いる」34 名（54.0％）、「一致していない」10
名（15.9 ％）、「わからない」12 名（19.0％）
であった。 
看護師（ｎ=363）に関しては、「一致してい
る」35 名（9.6％）、「ほぼ一致している」186
名（51.2％）、「一致していない」79 名
（21.8 ％）、「わからない」63 名（17.4％）
であった。 
χ２検定の結果、医師と看護師の意見の一致
に関する感じ方には違いはなかった。 
医療者間でコンセンサスがないことによ

り困ったことはあるかについて、医師（ｎ
=63）に関して「非常に困った」1 名（1.6％）、
「困ったことがある」21 名（33.3％）、「困っ
たことがない」31 名（49.2 ％）、「わからな
い」10 名（15.9％）であった。看護師（ｎ=394）
に関して「非常に困った」33 名（8.4％）、「困
ったことがある」204 名（51.8％）、「困った
ことがない」87 名（22.1 ％）、「わからない」
70 名（17.8％）であった。医師と看護師の困
難感には関連が認められ、（χ２＝22.7、df＝
3．p＝0.000）、残渣分析を行った結果、看護
師は医師よりも「非常に困った」「困ったこ
とがある」と回答していた。 
更には、コンセンサスがないことによる困

難の内容として、自由記載を分類した結果、
【DNAR 方針の未確定、説明不足】、【意思確
認と尊重が出来ていない現状】、【急変時によ



うやく DNAR 指示の確認を行うことによる
混乱、タイミングについての疑問】、【医師に
よる不明確な指示、医師同士の意見の相違、
スタッフ間で指示内容が共有されていない】、
【本人、家族の希望とは一致しない処置の実
行、関係者間での話し合いの不一致】、【本来
必要な治療が行われない】、【スタッフ間での
認識のズレ、不要な処置との認識に伴うジレ
ンマ】、【定期的な話し合い、確認の必要性】、
【家族からの急な変更への医療者の戸惑い】、
【急変時の対応困難】、【周知方法の問題】と
いった内容の困難感やジレンマを抱いてい
ることが明らかとなった。 

DNAR 指示が出される前後で、倫理カンフ
ァレンスの開催を行うかについて、医師（ｎ
=53）「必ず行う」2 名（3.8％）、「だいたい行
う」2 名（3.8％）、「ほとんど行わない」16
名（30.2 ％）、「行わない」26 名（49.1％）、
「わからない」7 名（13.2％）であった。看
護師（ｎ=1521）「必ず行う」37 名（2.4％）、
「だいたい行う」139 名（9.1％）、「ほとんど
行わない」448 名（29.5 ％）、「行わない」547
名（36.0％）、「わからない」350 名（23.0％）
であった。日常的に DNAR に関するカンフ
ァレンスの開催はあまり行われておらず、主
治医ひとりの判断に委ねられている現状が
あった。 
④DNAR 指示後の看護師の気持ちの変化や
ケアへの影響 
表 2 のとおり、DNAR 指示後「安心感がわ

いた」「責任感から解放された」「状態悪化へ
の恐れ」といった気持ちの変化や、少数では
あるが「関わりが消極的になった」「困惑し
た」といった回答もあった。 

DNAR 指示後のケアの変化に関して、「病
室への訪問回数」「患者との対話」「家族との
対話」「患者家族間の調整」「バイタルサイン
の測定」「口腔ケア」「清潔ケア」「身体を動
かすケア」「多職種との連携」については「変
わらない」と回答したものが多く、減ると回
答したものも少数いた。「増えると」との回
答が多かった項目は、「苦痛の緩和」「患者・
家族の希望を実現するケア」「看取りへの準
備」「家族の精神的支え」であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⑤DNAR に関する教育機会の必要性に関し
て、医師（ｎ=58）「非常に必要だと思う」20
名（34.5％）、「かなり必要である」32 名
（55.2％）、「あまり必要でない」6 名（10.3％）、

であった。看護師（ｎ=1507）「非常に必要だ
と思う」675 名（44.8％）、「かなり必要であ
る」727 名（48.2％）、「あまり必要でない」
100 名（6.6％）であった。多くの医師、看護
師が DNAR に関する教育機会が必要である
と感じていた。 
4)DNAR 指示の混乱回避に向けた倫理教育
のあり方の検討と倫理教育内容の確定 
倫理教育を専門とする複数の研究者によ

って、混乱回避に向けた倫理教育のあり方と
倫理教育内容の検討を行った。DNAR 全般の
知識（DNAR の定義、目的、方向性等）、DNAR
指示運用に関する手順、医療従事者が共有す
るに至る過程、自己決定の尊重、人生の最終
段階にある人への接し方や看護のあり方、個
人の価値観、人生観、死生観に関する内容を
盛り込むことの重要性が確認された。 
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